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プレスリリース

平成３０年５月２８日

「不正改造車を排除する運動」
強化月間（６月１日～３０日）が始まります

～ 街頭検査などを実施し、不正改造車を排除します ～

暴走行為、過積載等を目的とした不正改造車は、安全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、
排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要因となっています。
また、最近では、部品の取付けや取り外しによって保安基準に適合しなくなっても、違法であ

るとの認識のないままに改造を行っている使用者も見受けられます。
このため、東北運輸局福島運輸支局では、警察、独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車

検査協会、その他自動車関係団体と連携し、６月を「不正改造車を排除する運動」の強化月間と
して下記の運動を実施いたします。

１．福島運輸支局管内で６回の街頭検査を実施
以下に示す悪質事案には街頭検査等を通じて整備命令を発令し、これに従わないときには車

両の使用停止等を含む厳正な処分を行います。
① 騒音の増大を招くマフラーの切断・取外し及び騒音低減

機構を容易に取り外せる等の基準不適合マフラーの装着
マフラーの装着

② タイヤ及びホイール（回転部分）の車体外へのはみ出し
③ 大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正

な改造、変更等
④ シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け

〈街頭検査の例〉

２．「不正改造車・黒煙１１０番」の設置
福島運輸支局内に相談窓口として「不正改造車・黒煙１１０番」を設置し、寄せられた情

報に基づいて不正改造車ユーザーに対して、不正改造状態の改善や改修結果の報告を求めます。

３．不正改造実施者に対する立入検査等
不正改造等を行った者に対する報告徴収及び立入検査により、不正な二次架装の抑止・早期

発見と指導を行います。

４．自動車使用者等への啓発
不正改造防止の啓発を目的としたポスターの掲示、街頭検査等におけるチラシの配布、乗合

バス事業者の協力による広報横断幕の掲示等を行い、積極的な不正改造車の排除を呼びかけま
す。
また、違法マフラー排除の啓発を目的としたポスターの掲示、チラシの配布等を行い関係機

関及び関係団体と連携を図りユーザーに対する啓発を行います。

【問い合わせ先】

東北運輸局福島運輸支局 検査・整備・保安部門

TEL：０２４－５４６－０３４５（ダイヤルイン２）

東北運輸局 １．「不正改造車を排除する運動」担当：佐藤・菊地

マスコット ２．運動に関するホームページアドレス

”とうほくろっ犬” （http://www.tenken-seibi.com/）
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不正改造は犯罪です！！

www.tenken-seibi .com

不正改造車を排除する運動

「知らなかった」では済まされません。
このような改造は、不正改造です。

クリアレンズ等不適切な灯火器
及び回転灯等の取付け

灯火類の灯光の色を変更1 基準外ウイングの取付け3運転者席・助手席の窓ガラスへ
の着色フィルム等の貼付け
（貼付状態で可視光線透過率70%未満）

2

タイヤ及びホイールの車体
（フェンダー）外へのはみ出し

5

前面ガラス等への
装飾板の装着

7 速度抑制装置（スピードリミッター）
の解除・取外し

8 ディーゼル自動車が排出する
黒煙

9

基準不適合
マフラーの
装着／
消音器の
取り外し

4 6 Ａ.

Ｂ.
C.

荷台さし枠の取付け・燃料
タンクの増設
突入防止装置の切断・取外し
大型後部反射器の取外し

速 度 抑 制
装 置 付

不正改造例

http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha/tenkenseibi/huseikaizou/h2/h2-3/ 携帯、スマートフォンの方はコチラから→

　
こ

のような不正改造車を見かけたら、登録ナンバー、不正改造の内容、黒煙等の情報をお寄せ下さい。

不正改造車
・黒煙
110番

北海道運輸局 011-290-2752
東 北 運 輸 局 022-791-7534
北陸信越運輸局 025-285-9155

中部運輸局［不正改造］ 052-952-8042
中部運輸局［黒煙］ 052-952-8044
近 畿 運 輸 局 06-6949-6453
中 国 運 輸 局 082-228-9142

沖縄総合事務局 098-866-1837
九 州 運 輸 局 092-472-2537

関 東 運 輸 局 045-211-7254

四 国 運 輸 局 087-802-6783

※色の判断については、点灯状態を見て判断します。

整備命令の発令不正改造車の使用者

6ヵ月以下の懲役又は
30万円以下の罰金不正改造を実施した者

（一社）日本自動車整備振興会連合会、日本自動車車体整備協同組合連合会、全国自動車電装品整備商工組合連合会、全国タイヤ商工協同組合連合会、（一社）日本自動車販売協会連合会、（一社）日本中古自動車販売協会連合会、日本自動車輸
入組合、（一社）日本自動車工業会、（一社）日本自動車部品工業会、（一社）日本自動車車体工業会、（公社）日本バス協会、（公社）全日本トラック協会、（一社）全国ハイヤー・タクシー連合会、（一社）日本陸送協会、全日本自動車部品卸商協同組合、
（一社）日本自動車タイヤ協会、（一社）全国軽自動車協会連合会、（一社）全国自家用自動車協会、（一社）日本自動車連盟、（一財）自動車検査登録情報協会、（一社）日本自動車会議所、（一社）日本二輪車普及安全協会、（一社）全国自動車標板協議会、
全国石油商業組合連合会、（一社）自動車用品小売業協会、日本ウインドウ・フィルム工業会、日本自動車スポーツマフラー協会、（一社）日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会、（一社）全国二輪車用品連合会、全国ディーゼルポンプ振興会連合会、
全国自動車大学校・整備専門学校協会、全国自動車短期大学協会、全国オートバイ協同組合連合会

推進／国土交通省、不正改造防止推進協議会　後援／内閣府、警察庁、農林水産省、経済産業省、環境省　協力／独立行政法人自動車技術総合機構、軽自動車検査協会



前面ガラス、運転者席及び助手席の窓ガラス
○指定以外のステッカー貼付は不可。
○前面ガラス等に装飾板を装着した状態又は運転席および助手席

の窓ガラスに着色フィルム等を貼り付けた状態での可視光線透
過率が70％未満のものは不可。

　（道路運送車両の保安基準第29条）

大型後部反射器
○貨物普通自動車には、後部反射器を備え

るほか、大型後部反射器を備えなければ
ならない。

　（道路運送車両の保安基準第38条の2）

シートベルトリマインダーの不正解除
○運転席にシートベルトが装着されていない場合にその旨を運転

者に警報する装置（シートベルトリマインダー）による警告表示
等を、機具を用いて不正に解除すること。

バックミラー
○鋭利な突起がないこと。
○歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。
　（道路運送車両の保安基準第18条、第44条）

警音器
○音が自動的に断続するものは不可。
○音の大きさ又は音色が自動的に変化する又は運転席で容易に変

化させることができるものは不可。
　（道路運送車両の保安基準第43条）

前部霧灯
○白色又は淡黄色であること。　○同時に3個以上点灯しないこと。
　（道路運送車両の保安基準第33条）

その他の灯火（デイライト）
○赤色でないこと。 ○光度300cd以下であること。 ○点滅しないこと。
　（道路運送車両の保安基準第42条）

タイヤ
○回転部分が突出する等他の交通の安全を妨げるおそれのあるも

のでないこと。
　（道路運送車両の保安基準第18条）

直前直左確認鏡
○運転者席において、一定の基準の障害物を確認できる鏡等を備

えなければならない。
　（道路運送車両の保安基準第44条）


